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午前９時00分 開会  

  開会の宣告 

議長（高山由行さん） 

 おはようございます。 

 ただいまの出席議員は11名で、定足数に達しています。 

 したがって、令和７年御嵩町議会第４回定例会は成立しましたので、開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 地方自治法第121条第１項の規定により出席を求めた者及び委任、または嘱託を受けた者は、

お手元に配付してあります報告書のとおりですので、よろしくお願いいたします。 

 なお、建設部長 早川均さんが欠席する旨、申出がありましたので、報告いたします。 

 なお、中日新聞社様、岐阜新聞社様より撮影の依頼がありましたので、これを許可します。 

 招集者、町長より挨拶をお願いいたします。 

 町長 渡辺幸伸さん。 

町長（渡辺幸伸さん） 

 おはようございます。 

 ちょっと風邪を引いておりまして、体はいいんですけれど、鼻声で声がちょっと戻らないの

で、お聞き苦しい点があるかと思いますけれども、御容赦いただきたいと思います。 

 本日は、令和７年御嵩町議会第４回定例会を招集させていただきましたところ、御参集を賜

り、誠にありがとうございます。提出いたします数多くの案件につきまして御審議を賜ります。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 さて、９月の第３回定例会以降の町政及び本町を取り巻く話題のうち、主な事柄について何

点か御報告を申し上げます。 

 初めに、御嵩町制施行70周年記念式典について申し上げます。 

 先月16日に開催いたしました御嵩町制施行70周年記念式典に際し、多くの皆様に御臨席を賜

り、盛会のうちに終えることができましたことを心より感謝申し上げます。 

 式典では、町政の歩みを振り返るとともに、これまで本町の発展を支えてこられた先人の御

尽力に改めて深い敬意と感謝の念を抱きました。また、未来を担う子供たちの姿からは、本町

の未来への希望と力強さを感じたところでございます。 

 また、本町出身のピアニストである梅田智也さんには、すばらしい演奏を御披露いただいた

ほか、みたけタウンアンバサダーに就任していただきました。梅田さんには、音楽を通した交

流により、本町の未来を担う子供たちの夢や希望につながることを心より期待しております。 

 そして、町制施行70周年ということで申しますと、町民の皆様主体による記念イベントも数
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多く企画、実施していただきました。心より感謝申し上げます。70年という節目を新たな出発

点とし、町民の皆様が誇りを持ち、わくわくと過ごせる町政の実現に向け、気持ちを新たに取

り組んでまいります。 

 続いて、第28回よってりゃあみたけ～夢いろ街道宿場まつり～について申し上げます。 

 今年で３年目となりますが、会場全体の電気を次世代自動車などから供給するというサステ

ィナブルな取組をはじめ、本町が導入いたしました平時活用、有事機能発揮を形にしたマルチ

パーパスモビリティー車両である通称「ＭＡＲＵ ＭＯＢＩ」や、夏場にはクーリングシェル

ターとして、災害時にはシャワー供給なども可能な電気自動車マルモビライトＥＶを展示し、

災害時への備えを考える機会といたしました。 

 今年は、町制施行70周年という節目の年の開催でもあり、本町出身の俳優、甘梨心瑚さんを

特別ゲストとしてお迎えし、町の魅力を発信するみたけタウンプロモーションアンバサダーに

就任をしていただきました。甘梨さんには今後、俳優活動やＳＮＳでの発信を通じて、本町の

魅力を広く紹介していただく、まさにタウンプロモーションの旗振り役としての活躍を期待し

ております。また、インスタグラムフォロワー50万人超えのクリエーター、パントビスコさん

をお迎えし、甘梨さんとのトークショーでは、本町の魅力や見どころなども語っていただきま

した。 

 今年で28回目の開催となった宿場まつりは、商工会をはじめ多くの皆様のお力により、地域

でつくり上げるお祭りとして開催されております。今後も、にぎわいづくりと地域の活性化を

担うイベントとして受け継がれ、開催されていくことを期待しております。 

 民間副業人材を活用したタウンプロモーションについて申し上げます。 

 第３回定例会において、民間副業人材としてタウンプロモーションに関して専門的な知見と

熱意を持つ外部アドバイザーの荻野孝史氏が７月に来町され、町内の高校や史跡などを実際に

巡り、関係者との交流などを通じて、まちの魅力とともに現状や課題などを体感していただい

たことを紹介いたしました。 

 その後、町民の方に向けて、御嵩町のグッド＆モアとして、まちのいいところ、まちがこう

なっていくといいところなどのアンケート調査を実施し、10月25日には荻野氏を再び本町へお

招きし、アンケート結果も活用しながら、みたけのえんがわメンバーを中心としたMITAKE-

JUKUを開催いたしました。 

 MITAKE-JUKUは、御嵩町をもっとよくしたい、人とのつながりを生かしたいと思う人たちが

世代や立場を超えて集い、学び、つながり合うまちづくりの学び場として開催されるもので、

今回の開催では、人と人をつなぎ、誰かの喜びをつくるをテーマに、荻野氏自身の体験を交え

ながら、縁をつなぎ、まちに喜びを生むための考え方と実践を紹介していただきました。 
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 12月16日には、これまでの取組や分析結果を基に、本町の現状と今後目指す方向性を共有す

る成果発表会を行う予定としております。そして、来年度に向けて、より戦略的なプロモーシ

ョン展開を図るとともに、町民の皆様とさらなる議論を深めながら、本町の未来を共に考え、

創り上げていく取組を推進してまいります。 

 インバウンド向け高付加価値コンテンツの創出について申し上げます。 

 近年、中山道を訪れる訪日外国人が急増し、古きよき景観が残る中山道は高く評価されてい

るところでございます。本町でも、名鉄御嵩駅を起点に、中山道を歩く外国人を目にする機会

が増えておりますが、馬籠宿から妻籠宿の間には多くの外国人が訪れているのに対し、馬籠宿

から西側の中山道沿線はまだまだ来訪者の数が多いとは言えないのが実情でございます。しか

しながら、本町から瑞浪市へと抜ける中山道は、江戸時代さながらの景観や情緒が残されてお

り、多くのポテンシャルを秘めていると感じております。 

 そこで今年度、瑞浪市と連携し、インバウンド向け高付加価値コンテンツの創出を進めてお

ります。この事業は、ヨーロッパ諸国、アメリカ、オーストラリアなどに向けた訪日旅行商品

の創出や販売に関わる旅行会社と連携し、馬籠宿から西エリアの中山道を中心に、豊かな歴史、

文化、自然、食といったこの地域ならではの多岐にわたる魅力を生かした新たな訪日旅行商品

を創出するものでございます。インバウンド向けに実際に販売していくための本町から発信す

る旅行商品となるものであり、既に関係事業者からも関心が寄せられております。 

 これらの取組を継続発展させていくとともに、幅広く推進していくことで、持続的に本町へ

誘客促進を図り、地域に愛着を持って関わる関係人口の増加と、観光などで訪れる交流人口の

増加を目指します。引き続き、個別の事業を点で終わらせるのではなく、町民の皆様の思いや

力をつなぎ合わせながら、本町の未来を面として描いていけるよう丁寧に取り組んでまいりま

す。 

 名鉄広見線について申し上げます。 

 先日一部報道がありましたとおり、令和８年度の名鉄広見線、新可児駅から御嵩駅間の運行

方法について名鉄と沿線自治体で協議した結果、今までと同様の運営費支援方式にて運行継続

する方針となったところでございます。令和９年度からのみなし上下分離方式による鉄道運行

への変更については、引き続き関係各所と協議を進めてまいります。 

 新庁舎等整備事業について申し上げます。 

 事業契約締結に向けて、プロポーザルにて最優秀提案者となりましたグループ企業、代表企

業、大和リース株式会社と綿密に協議を重ねてまいりました。このたび双方の合意が調い、仮

契約を締結いたしましたので、本契約締結に係る議案を本定例会に提出させていただくことと

なりました。議員の皆様には慎重なる御審議を賜りますとともに、事業進展に向けた大きな一
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歩につきまして御理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 また、第１回新庁舎等整備事業町民ワークショップに続き、第２回目となるワークショップ

を今月21日に開催する予定としております。今後、基本設計や実施設計を進めていく上で、前

提条件となる庁舎の規模感や動線計画、配置計画などについて説明し、第１回目と同様、グル

ープ形式でのテーブルワークにより御議論をいただいた上で御意見やアイデアを頂戴し、皆様

にとってより使いやすい新庁舎に向けて、有意義な時間にしたいと考えております。多くの町

民の皆様の御参加をお待ちしております。 

 亜炭鉱廃坑対策、旧鉱物対策事業について申し上げます。 

 地下の亜炭層や炭鉱跡の空洞の有無を確認する地盤脆弱性調査は、各計画地でボーリング作

業が始まっております。各計画地単位での調査結果を早期にまとめ、防災工事実施の有無や範

囲を判定していただく第三者委員会を、進捗度が早い計画地につきましては年明けの１月に、

それ以外の計画地につきましては令和８年度の早い時期にそれぞれ開催する予定で進めていき

たいと考えております。 

 現在施工中の防災工事につきましては、第前４期、伏見、比衣地区では、家屋調査も残すと

ころ数件となっているほか、充填孔の削孔を開始しております。第前５期、顔戸地区では、家

屋調査及び充填孔の削孔を完了し、現在は充填作業を行っているところでございます。本工事

につきましては、いずれの計画地におきましてもおおむね計画どおりに進捗しておりますので、

引き続き着実に事業を進めてまいります。 

 ねんりんピック岐阜2025について申し上げます。 

 ねんりんピックの愛称で親しまれております全国健康福祉祭は、昭和63年から毎年開催され

ております。今年は岐阜県が開催地となり、去る10月18日から４日間にわたり開催されました。

本町では、南山公園を舞台にディスクゴルフが開催され、多くの参加者でにぎわいました。単

に種目を楽しむことだけにとどまらず、他地域の参加者との交流による地域の活性化や町民の

健康志向を高めるきっかけになったのではないかと思っております。 

 健康増進を目的とした寄附金及び年末年始の休日診療について申し上げます。 

 去る10月１日に、明治安田生命保険相互会社から町民の健康増進に役立ててほしいと私の地

元応援募金の寄附をいただきました。これは、同社の従業員が自身のお住まいや出身地、営業

先などゆかりのある市町村を選び、募った募金を元に寄附をいただいたものでございます。こ

の寄附金の目的が達成されるよう、健康増進のための備品購入に充てさせていただきたいと考

えております。 

 また、可児市、御嵩町におきましては、これまで年末年始に診療できる医療機関がなく、町

民の皆様には大変御不便をおかけしておりました。このたび、可児医師会との協議を経て、か
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つ医療機関等の御協力もあり、年末年始の期間中にも日ごとに交代で診療を行う医療機関を設

けることができました。関係者の皆様に深く感謝申し上げます。 

 最後に、本定例会に提出いたしました案件について申し述べます。 

 まず、御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

 この一部改正条例につきましては、一般行政職の初任給をはじめとした御嵩町職員の給与に

ついて、民間給与との格差を解消するための引上げや期末・勤勉手当の支給率改定、通勤手当

の引上げ、拡充などを行っております。そのほか、常勤の特別職職員、議会議員、会計年度任

用職員の期末手当支給率の改定など、人事院勧告の内容を盛り込んだ条例として提出するもの

でございます。 

 続いて、御嵩町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につい

てでございます。 

 児童福祉法及び子ども・子育て支援法が改正され、令和８年４月から乳児等通園支援事業、

通称、こども誰でも通園制度が全国的に始まります。保育所等に在籍していないゼロ歳６か月

から満３歳未満の子供を、理由のいかんに関わらず、月に10時間まで保育所等に預けることが

できる制度であり、事業開始に向けて設備及び運営に関する基準を定めるための条例として提

出するものでございます。 

 続いて、令和７年度御嵩町一般会計補正予算（第９号）の概要について御説明申し上げます。 

 まず歳入につきましては、道路橋梁事業の前倒し執行要望に伴う防災・安全交付金及び道路

メンテナンス事業補助金を合わせて9,262万5,000円計上したほか、学校給食費高騰分に充てる

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金として国庫補助金の増などを行っております。 

 次に、歳出の主なものといたしまして、民生費では、国の公定価格の引上げなどに伴う保育

委託料などに2,650万円計上しております。土木費では、道路橋梁事業の前倒し執行要望に伴

う道路維持工事費、橋梁維持工事費を合わせて２億485万3,000円を、教育費では、伏見小学校

大規模改造工事費に4,301万5,000円、物価高騰による学校給食用賄材料費として1,672万8,000

円をそれぞれ計上しております。 

 これらを踏まえ、補正予算額は、歳入歳出ともに３億672万3,000円を追加する内容となって

おります。 

 以上、町政をめぐる諸課題についての所見や報告とともに、主な提出議案の概要、令和７年

度御嵩町一般会計補正予算（第９号）について御説明を申し上げました。 

 本定例会に提出する案件につきましては、人事案件１件、一般会計をはじめとする補正予算

が６件、条例５件、その他議決案件が４件の合計16件であります。後ほど担当から詳細につい

て御説明を申し上げます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 
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議長（高山由行さん） 

 本日の日程は、お手元に配付しました議事日程のとおり行いたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  会議録署名議員の指名 

議長（高山由行さん） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員に、５番 可児さとみさん、６番 鈴木秀和さんの２名を指名します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  会期の決定 

議長（高山由行さん） 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、去る11月10日の議会運営委員会において、本日より12月

12日までの11日間と決めていただきました。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、会期は本日より12月12日までの11日間とすることに決定

いたしました。 

 なお、会期中の議案の審議等の予定は、お手元に配付しました会期及び審議の予定表のとお

り行いたいと思いますので、お願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  諸般の報告 

議長（高山由行さん） 

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 議長報告を行います。 

 お手元に配付してあります緑色の諸般の報告つづりを御覧ください。 

 １．令和８年度理科教育設備整備費等補助金予算計上についてのお願い、２．学校教材備品

の計画的な整備推進についてのお願い、３．臓器移植に関わる不正な臓器取引や移植目的の渡

航等を防止し、国民が知らずに犯罪に巻き込まれることを防ぐための環境整備等を求める意見

書提出の陳情、４．定例監査実施報告書、５．例月現金出納検査の結果について（報告）（令

和７年８月分から10月分まで）、６．常任委員会所管事務調査報告書、以上の６件について、

その写しを配付させていただき、議長報告に代えさせていただきます。 

 以上で議長報告を終わります。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案の上程及び提案理由の説明 

議長（高山由行さん） 

 日程第４、議案の上程、提案理由の説明を行います。 

 お諮りします。本定例会に提出されました議案第60号から議案第75号までの計16件を一括議

題として上程し、提案理由の説明を求めたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 それでは、付議事件16件を一括議題とし、提案理由の説明を求めます。 

 まず最初に、人事案件についてです。 

 議案第60号 御嵩町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、

朗読を省略し、説明を求めます。 

 副町長 筒井幹次さん。 

副町長（筒井幹次さん） 

 おはようございます。 

 それでは、議案第60号 御嵩町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

について説明を差し上げます。 

 議案つづり４ページをお願いいたします。 

 固定資産評価委員会委員の定数は３名でありますが、このうち山口和美委員が本年12月20日

をもって任期満了となられます。山口委員におかれましては、今期をもって退任の御意向です

ので、新たに次の方を選任いたしたく、地方税法第423条第３項の規定により議会の同意を求

めるものであります。 

 選任を予定している方は、日比野武志さんです。 

 生年月日、住所については記載のとおりでございます。 

 任期は、令和７年12月21日から令和10年12月20日までの３年間です。 

 なお、資料つづりの３ページに履歴書を掲載しておりますので、お目通しの上、御審議のほ

どよろしくお願いをいたします。 

議長（高山由行さん） 

 続いて、補正予算についてです。 

 議案第61号 令和７年度御嵩町一般会計補正予算（第９号）について、朗読を省略し、説明

を求めます。 

 総務課長 土谷浩輝さん。 
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総務課長（土谷浩輝さん） 

 おはようございます。 

 それでは、議案第61号 令和７年度御嵩町一般会計補正予算（第９号）について御説明しま

すので、補正予算書の２ページをお願いします。 

 第１条第１項におきまして、歳入歳出予算の総額に３億672万3,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を98億403万9,000円とする旨規定しています。 

 第２条では繰越明許費の補正について、第３条では地方債の補正についてそれぞれ規定して

います。 

 ６ページをお願いします。 

 まず、繰越明許費の補正について説明いたします。 

 今回４件の事業について繰越明許費の設定を行います。 

 まず、款02総務費、項03戸籍住民基本台帳費の戸籍システム標準化対応業務委託料1,969万

円ですが、戸籍システムの標準化については、全国的に業務が遅延している状況で、完全移行

までの経過措置が必要として、国においても繰越しが認められましたので、繰越明許費を設定

させていただきます。 

 款08土木費、項02道路橋梁費の道路維持工事１億2,935万3,000円と、次の橋梁維持工事

7,550万円は、令和８年度前倒し執行要望に対応するための予算として、適正な工事期間を確

保するため、繰越明許費を設定させていただきます。 

 款09消防費、項01消防費の防火水槽設計委託料338万3,000円につきましても、適切な工期を

確保するための繰越明許費の設定をさせていただきます。 

 ７ページをお願いします。 

 地方債の補正について説明をさせていただきます。 

 まず、追加です。 

 今回、消防防災設備整備事業を１件追加させていただきます。こちらは、Ｊアラート受信機

の更新事業に充てさせていただきます。起債限度額を260万円としております。 

 ８ページをお願いします。 

 次に、変更について説明させていただきます。 

 まず、地方道路等整備事業は、補正前限度額5,400万円から5,090万円増額し、１億490万円

としております。こちらは、千ノ井－真多羅線などの道路維持工事費や南山トンネル補修工事

に伴うものです。 

 次の橋梁整備事業は、補正前限度額2,250万円から3,390万円増額し、5,640万円としており

ます。こちらは、欠橋、平芝橋の維持補修工事に伴うものです。 
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 最後の伏見小学校大規模改造事業は、補正前限度額６億3,410万円から2,890万円増額し、６

億6,300万円としております。伏見小学校大規模改造の追加工事に伴うものです。 

 11ページをお願いします。 

 歳入について説明をさせていただきます。 

 まず上の表です。 

 款15国庫支出金、目01民生費国庫負担金875万円の増額は、保育運営委託料の増額に伴うも

のです。 

 目02教育費国庫負担金1,002万3,000円の減額は、私立幼稚園教育費負担金の減額によるもの

です。 

 次の表、目04土木費国庫補助金9,262万5,000円は、令和８年度国の交付金の前倒し執行要望

による増額です。 

 目05教育費国庫補助金792万6,000円は、学校給食の材料費等高騰に伴う物価高騰対応臨時交

付金の増額になります。 

 款16県支出金、目01民生費県負担金と、次の行、目03教育費県負担金は、国庫負担金にもあ

りました保育運営委託料の県負担分の増額と私立幼稚園教育費の県負担分の減額になります。 

 12ページをお願いします。 

 一番上の表です。 

 款16県支出金、目04農林水産業費県補助金71万円は、農地利用適正化交付金の内示を受けて

増額させていただきます。 

 次の表、目05教育費委託金27万円は、御嵩小学校が人権教育開発事業の研究指定校として事

業採択を受けたことによる増額になります。 

 次の表、款18寄附金、目01指定寄附金は、明治安田生命さんから私の地元応援募金として寄

附金を受けております。 

 一番下の表、款19繰入金、目01財政調整基金繰入金は、今回の補正に伴う財源調整になりま

す。 

 13ページをお願いします。 

 款22町債は、先ほど地方債補正で御説明をしたとおりです。 

 14ページをお願いします。 

 歳出について御説明させていただきますが、今回の補正では、職員の人員配置や人事院勧告

による職員、特別職、議員の期末手当など、それぞれの科目で増減をしております。25ページ

以降に給与費明細書を掲載しておりますので、人件費関係の説明は省略させていただきます。 

 まず下の表、款02総務費、目01一般管理費、節12委託料86万2,000円は、税制改正等に伴う
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システム改修として、年末調整手続電子化対応業務委託料の増額と随意契約基準額の引上げや、

契約制度の改正に対応するため契約システムの改修委託料を増額しております。 

 16ページをお願いします。 

 款03民生費、項01社会福祉費、目01社会福祉総務費の節01報酬は、民生委員推薦準備会の委

員報酬を増額しております。 

 目02国保年金事務等取扱費、節12委託料24万8,000円は、税制改正に伴う年金生活者支援給

付金積算システムの改修委託料を増額しております。 

 節27繰出金は、国保財政安定化支援事業繰入基準額の決定に伴い12万2,000円を増額してお

ります。 

 目04老人福祉費、節07報償費15万円の減額は、100歳褒賞の対象者の減少に伴うものです。 

 目05介護保険費、節27繰出金は、制度改正等に伴うシステム改修などにより51万1,000円を

増額させていただきます。 

 目07老人憩いの家管理費、節10需用費は、実績及び今後の見込みにより光熱水費と修繕料を

増額しております。 

 目08後期高齢者医療費、節27繰出金は、すこやか健診の見込み増加に伴い11万3,000円増額

させていただきます。 

 17ページをお願いします。 

 下の表になります。 

 項02児童福祉費、目02児童運営費、節10需用費は、物価高騰に伴い、上之郷保育園、伏見保

育園の給食用賄材料費を103万7,000円増額しております。 

 その下、節12委託料2,650万円は、国の公定価格の増加等に伴い保育委託料を増額しており

ます。 

 節18負担金、補助及び交付金は、物価高騰に伴い、中保育園の給食用賄材料費の補助として

67万8,000円を増額しております。 

 18ページをお願いします。 

 下の表になります。 

 款04衛生費、目01保健衛生総務費、節17備品購入費は、健康増進器具の購入費として55万円

増額をさせていただきます。こちらには、明治安田生命さんからの寄附金を充てさせていただ

きます。 

 その下、節18負担金、補助及び交付金は、可児地区での年末年始の休日診療に伴う運営負担

金として17万5,000円増額させていただきます。 

 19ページをお願いします。 
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 一番上の表です。 

 款06農林水産業費、目01農業委員会費、節01報酬は、農地利用最適化交付金の内示に伴い、

農業委員会委員の報酬を増額しております。 

 20ページをお願いします。 

 一番上の表になります。 

 款07商工費、目02商工振興費、節18負担金、補助及び交付金は、ビジネスチャレンジサポー

ト補助金の利用者の増加を見込みまして125万円を増額しております。 

 一番下の表、款08土木費、項02道路橋梁費、目01道路橋梁総務費の節18負担金、補助及び交

付金は、物価高騰に伴う渕之上橋の塗装改修工事費の増加に伴い、負担金を360万1,000円増額

しております。 

 目02道路維持費、節14工事請負費は、令和８年度、国の交付金の前倒し事業として、町道千

ノ井－真多羅線、町道上之郷142号線などの舗装工事や南山トンネル補修工事、町内の区画線

工事など１億2,935万3,000円を増額しております。 

 目04橋梁維持費、節14工事請負費は、欠橋、平芝橋の維持補修工事として7,550万円の増額

になります。 

 21ページをお願いします。 

 一番上の表です。 

 項03河川費、目02河川維持費、節10需用費は、自治会などからの要望に伴う河川、水路の修

繕料として90万円増額させていただきます。 

 22ページをお願いします。 

 上の表になります。 

 款09消防費、目03消防施設費、節12委託料338万3,000円は、８月に伏見地区で発生しました

火災を受け、防火水槽の設置を検討するための設計委託料を増額しております。 

 目04防災費、節12委託料は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の受信機の更新業務とし

て262万5,000円を増額させていただきます。 

 下の表です。 

 款10教育費、目02事務局費の節07報償費、節08旅費、節10需用費、節17備品購入費は、御嵩

小学校による人権教育開発事業の事業実施に当たり、それぞれ御覧の額の金額を増額させてい

ただきます。 

 節18負担金、補助及び交付金は、実績見込みによりまして、私立幼稚園の教育負担金を

2,004万6,000円減額させていただきます。 

 23ページをお願いします。 
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 一番上の表です。 

 款10教育費、項02小学校費、目01学校管理費の節14工事請負費は、伏見小学校大規模改造事

業の追加工事費とグラウンドの整備工事費で、4,301万5,000円を増額させていただきます。 

 ２段目の表、項03中学校費、目01学校管理費、節10需用費は、向陽中学校のプロパンガス代

の増加見込みとして30万円増額しております。 

 24ページをお願いします。 

 項05保健体育費、目03学校給食センター費、節01報酬は、給食センター運営委員会の臨時開

催に伴い、委員報酬を増額しております。 

 節10需用費1,745万6,000円は、物価高騰に伴い、燃料費と賄い材料費を増額しております。 

 節17備品購入費13万5,000円は、洗濯機の故障に伴い購入費用として増額をしております。 

 25ページをお願いします。 

 25ページから28ページには給与費明細書をおつけしております。 

 29ページをお願いします。 

 こちらには、地方債の現在高の見込みに関する調書をおつけしておりますので、お目通しい

ただきますようお願いをいたします。 

 以上で、議案第61号 令和７年度御嵩町一般会計補正予算（第９号）についての説明を終わ

ります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（高山由行さん） 

 議案第62号 令和７年度御嵩町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について、議案第

63号 令和７年度御嵩町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、議案第64号 

令和７年度御嵩町介護保険特別会計補正予算（第２号）について、以上３件、朗読を省略し、

説明を求めます。 

 保険長寿課長 日比野克彦さん。 

保険長寿課長（日比野克彦さん） 

それでは、議案第62号、第63号、第64号、３件続けて御説明いたします。 

 初めに、議案第62号 令和７年度御嵩町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について

御説明いたします。 

 補正予算書つづり32ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12万2,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を22億7,088万5,000円とするものです。 

 明細について説明いたしますので、35ページをお願いいたします。 

 歳入です。 
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 款05繰入金、目01一般会計繰入金は、財政安定化支援事業繰入金基準額の確定により12万

2,000円の増額となります。 

 36ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 款01総務費、目01賦課徴収費は、会計年度任用職員の人件費で５万円の増額となります。 

 款03国民健康保険事業費納付金、目01一般被保険者医療給付費分は、財政安定化支援事業繰

入金の増額に伴う財源内訳の変更となります。 

 款04保健事業費、目01特定健康診査等事業費は、会計年度任用職員の通勤旅費で4,000円の

増額となります。 

 款07予備費は、歳入歳出額の調整のため６万8,000円の増額となります。 

 37ページは人件費の明細となります。後ほどお目通しをお願いいたします。 

 以上で、議案第62号 令和７年度御嵩町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の説明を

終わります。 

 続きまして、議案第63号 令和７年度御嵩町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて御説明いたします。 

 補正予算書40ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ112万2,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を３億4,918万5,000円とするものです。 

 明細について説明いたしますので、43ページをお願いいたします。 

 上段、歳入です。 

 款03後期高齢者医療広域連合支出金と、その下の款04繰入金は、歳出における保健事業費の

増額に伴う増額で、款03後期高齢者医療広域連合支出金、目01保健事業費委託金が100万9,000

円の増額、款04繰入金、目01事務費繰入金が11万3,000円の増額となります。 

 下段が歳出です。 

 款03保健事業費、目01健康診査費は、ぎふ・すこやか健診受診者数の増加見込みにより、節

11役務費が11万3,000円の増額、節18負担金、補助及び交付金が100万9,000円の増額となりま

す。 

 以上で、議案第63号 令和７年度御嵩町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の説明

を終わります。 

 最後に、議案第64号 令和７年度御嵩町介護保険特別会計補正予算（第２号）について御説

明いたします。 

 補正予算書の46ページをお願いいたします。 
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 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ98万1,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を20億6,878万1,000円とするものです。 

 明細について説明いたしますので、49ページをお願いいたします。 

 歳入です。 

 款03国庫支出金、目06介護保険事業費補助金は、システム改修に伴う補助金で47万円の増額

となります。 

 款06繰入金、目05その他繰入金は、会計年度任用職員の人件費の増額及びシステム改修に伴

い51万1,000円の増額となります。 

 50ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 款01総務費、項01総務管理費は、会計年度任用職員の人件費で４万円の増額となります。 

 その下、項02賦課徴収費は、制度改正等に伴うシステム改修委託料で94万1,000円の増額と

なります。 

 款04諸支出金、目01保険料還付金は、還付件数等の増加により30万円の増額となります。 

 款05地域支援事業費、目01包括的支援事業・任意事業費は、地域包括支援センター職員の人

件費で10万3,000円の増額となります。 

 51ページをお願いいたします。 

 款07予備費は、歳入歳出額調整のため40万3,000円の減額となります。 

 52ページから54ページは人件費の明細となります。後ほどお目通しをお願いいたします。 

 以上で、議案第62号、第63号、第64号の説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

議長（高山由行さん） 

 続きまして、議案第65号 令和７年度御嵩町水道事業会計補正予算（第２号）について、議

案第66号 令和７年度御嵩町下水道事業会計補正予算（第１号）について、以上２件、朗読を

省略し、説明を求めます。 

 上下水道課長 木村公彦さん。 

上下水道課長（木村公彦さん） 

 それでは、事業会計の補正予算２議案について御説明させていただきます。 

 初めに、議案第65号 令和７年度御嵩町水道事業会計補正予算（第２号）についてです。 

 お手元の補正予算つづり56ページをお願いします。 

 第１条は補正予算を定める総則、第２条は収益的支出の補正で、第１款第１項の営業費用を

113万8,000円の減額、第３条は資本的支出の補正で、第１款第１項の建設改良費を72万円減額
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いたします。 

 次のページ、第４条は債務負担行為の補正です。 

 事項の水道料金収納事務等業務は、水道メーターの検針、調定業務、新規給水申込み等に係

る宅内検査の業務や窓口業務等の委託業務で、５年間の履行期間が今年度で終了するため、来

年度以降の契約に向けて債務負担行為額等の設定をするものでございます。 

 債務負担行為期間は令和７年度から令和12年度で、限度額を１億1,200万円としています。 

 第５条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正として、予算第７条

に定めた職員給与費を404万2,000円増額いたします。 

 次の58ページは補正予算実施計画、そして59ページから60ページは補正予算給与費明細書、

次の61ページは、先ほど４条で債務負担行為の補正で説明しました債務負担行為に関する調書、

次の62ページから65ページの予定貸借対照表及び注記の説明は割愛させていただき、66ページ

の補正予算実施計画明細書をお願いいたします。 

 上段、収益的支出では、款１水道事業費用、項１営業費用、目２配水及び給水費、節22委託

料は、検満量水器取替業務委託料などの契約額確定見込みにより140万円の減額、目４総係費

は、人事異動等に伴い、節１給料を38万円増額、節５法定福利費を11万8,000円減額いたしま

す。 

 下段の資本的支出では、款１資本的支出、項１建設改良費、目１建設改良事務費は、人事異

動等に伴い、節１給料を86万3,000円、節２手当を114万円、節５法定福利費を177万7,000円、

それぞれ増額いたします。 

 また、目２建設改良事業費は、一部工事費の確定見込みにより、節12工事請負費を450万円

減額いたします。 

 次の67ページから68ページは、令和７年度予定キャッシュ・フロー計算書です。 

 説明の割愛部分につきましては、後ほどお目通しをお願いいたします。 

 これで水道事業会計補正予算の説明を終わります。 

 続きまして、議案第66号 令和７年度御嵩町下水道事業会計補正予算（第１号）について御

説明させていただきます。 

 補正予算つづり70ページをお願いいたします。 

 第１条は補正予算を定める総則、第２条は収益的支出の補正で、第１款第１項の営業費用を

79万2,000円減額、第３条は資本的支出の補正で、第１款第１項の建設改良費を54万7,000円減

額いたします。 

 次のページ、第４条は企業債の補正です。 

 長期債借入利率の上昇傾向に伴いまして、現在の借入利率の上限を３％以内から４％以内と
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変更補正するものでございます。 

 第５条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正として、予算第８条

に定めた職員給与費を133万9,000円減額いたします。 

 次のページ、第６条は、予算第10条で繰越利益剰余金の処分について定めておりましたが、

第３回定例会において利益の処分の議決をいただいたため、予算第10条を削除するものでござ

います。 

 次の73ページは補正予算実施計画、そして74ページから75ページは補正予算給与費明細書、

次の76ページから79ページの予定貸借対照表及び注記の説明は割愛させていただき、80ページ

の補正予算実施計画明細書をお願いいたします。 

 上の表、収益的支出では、款１下水道事業費用、項１営業費用、目３総係費は、人事異動等

に伴い、節１給料を46万6,000円、節５法定福利費を32万6,000円それぞれ減額いたします。 

 下の表、資本的支出では、款１資本的支出、項１建設改良費、目１下水道施設費は、人事異

動等に伴いまして、節１給料を64万7,000円減額、節２手当を36万6,000円増額、節５法定福利

費を26万6,000円減額いたします。 

 次の81ページから82ページは、令和７年度予定キャッシュ・フロー計算書です。 

 説明の割愛部分につきましては、後ほどお目通しをお願いいたします。 

 これで下水道事業会計補正予算の説明を終わります。 

 以上、事業会計補正予算２議案について、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（高山由行さん） 

 次に、条例その他の案件についてです。 

 議案第67号 御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案

第73号 岐阜県市町村会館組合規約の変更に関する協議について、議案第74号 岐阜県市町村

会館組合の解散及び財産処分並びに事務の承継等に関する協議について、議案第75号 岐阜県

市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岐阜県市町村職員退職手当組

合規約の変更に関する協議について、以上４件、朗読を省略し、説明を求めます。 

 総務課長 土谷浩輝さん。 

総務課長（土谷浩輝さん） 

 それではまず、議案第67号 御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定

について御説明いたします。 

 議案書は７ページになりますが、資料にて御説明しますので、資料つづりの４ページをお願

いいたします。 

 改正の趣旨としましては、令和７年人事院勧告では、激しい人材獲得競争に対応するため、
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職務、職責をより重視した給与体系への見直しが示されました。この勧告を受け、当町におい

ても民間給与との較差を解消するため、御嵩町職員の給与に関する条例を改正するとともに、

併せて期末手当支給率の引上げに伴い、御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例等につい

ても一括で改正を行うものです。 

 概要ですが、第１条、第２条関係は、御嵩町職員の給与に関する条例の改正になります。 

 まず１－１．給料表の改定では、民間給与との較差を解消するため、給料表を引き上げ、改

定します。御覧のとおり、初任給が１万2,000円程度の引上げになります。 

 １－２．期末勤勉手当の支給率の改定は、年間で0.05月分引き上げるものです。表のとおり、

令和７年度では、12月期に期末手当を1.275月、勤勉手当を1.075月とし、令和８年度以降は６

月期と12月期に均等に配分するものです。 

 ５ページをお願いします。 

 １－３．定年前再任用短時間勤務職員の期末勤勉手当の支給率の改定は、年間で0.05月分の

引上げになります。表のとおり、令和７年度では、12月期に期末手当を0.725月、勤勉手当を

0.525月とし、令和８年度以降は６月期と12月期に均等に配分するものであります。 

 １－４．初任給調整手当額の改定については、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当の

限度額を改定するものです。月額５万800円を月額５万2,100円に改定します。その他、国に準

拠して手当額を改定します。 

 １－５．宿日直手当額の改定については、宿日直勤務１回に係る支給限度額を改定するもの

です。一般的な宿日直勤務手当の場合、１回4,400円を１回4,700円に改定します。その他、国

に準拠して手当額を改定します。 

 １－６．通勤手当の引上げ、支給要件拡大については、自動車等の使用距離の区分に応じ、

一部支給額を改定するものです。片道の使用距離が30キロメートル以上35キロメートル未満か

ら60キロメートル以上までの通勤手当額を引上げ改定します。 

 ６ページをお願いします。 

 令和８年４月から通勤手当の支給要件を拡大します。現行60キロメートル以上までの区分と

なっていますが、65キロメートル以上から100キロメートル以上までの区分を新設します。さ

らに、１か月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を新設します。 

 次に、第３条、第４条関係は、御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例の改正になりま

す。 

 期末手当の支給率を年間で0.05月分引き上げます。表のとおり、令和７年度では12月期に

2.35月とし、令和８年度以降は６月期と12月期に均等に配分するものであります。 

 続いて、第５条、第６条関係は、御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関す
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る条例の改正で、期末手当支給率を常勤の特別職分と同様、年間0.05月分引き上げるものです。

内容については、表のとおり、常勤の特別職分と同様でございます。 

 ７ページをお願いします。 

 第７条関係は、御嵩町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の改正です。 

 ４－１．期末手当支給率の改定については、週の勤務時間が30時間以上の会計年度任用職員

は、年間で0.025月分の引上げとなります。また、週の勤務時間が20時間以上30時間未満の会

計年度任用職員は、年間で0.015月分の引上げとなります。 

 ４－２．勤勉手当支給率の改定については、週の勤務時間が30時間以上の会計年度任用職員

は、年間で0.025月分の引上げとなります。また、週の勤務時間が20時間以上30時間未満の会

計年度任用職員は、年間で0.0125月分の引上げとなります。 

 施行日は、第１条、第３条、第５条は公布の日で、令和７年４月１日からの遡及適用となり

ます。第２条、第４条、第６条、第７条につきましては、令和８年４月１日施行となります。 

 ８ページから29ページまでは新旧対照表となりますので、後ほどお見通しをいただきますよ

うお願いします。 

 以上で、議案第67号の説明を終わります。 

 続きまして、議案第73号、74号、75号の３議案について説明します。 

 この３議案につきましては、岐阜県市町村会館組合が解散することになったことに伴いまし

て、議会の同意をお願いするものでございます。 

 それでは、議案書30ページをお願いします。 

 議案第73号 岐阜県市町村会館組合規約の変更に関する協議について説明をさせていただき

ます。 

 地方自治法第286条第１項の規定により、岐阜県市町村会館組合規約を次のとおり変更する

ことについて、関係地方公共団体と協議するため、同法第290条の規定により議会の議決を求

めるものであります。 

 資料つづりの48ページをお願いいたします。 

 改正の趣旨としましては、一部事務組合の解散に伴う事務の承継については、地方自治法に

は規定がないことから、会館組合の規約に地方自治法施行令第218条の２の規定による特別の

定めを追加するよう規約の変更をするものです。 

 概要ですが、事務の承継について、議会の議決を経て行う協議により定める旨の内容を追加

するものでございます。 

 49ページに新旧対照表をおつけしておりますので、お目通しいただきますようお願いします。 

 以上で、議案第73号の説明を終わります。 
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 続いて、議案書31ページをお願いいたします。 

 議案第74号 岐阜県市町村会館組合の解散及び財産処分並びに事務の承継等に関する協議に

ついて説明をさせていただきます。 

 地方自治法第288条及び同法第289条並びに令和７年規約変更についての知事の許可後の岐阜

県市町村会館組合規約第12条の第１項の規定により、岐阜県市町村会館組合の解散及び財産処

分並びに事務の承継に関して、次のとおり他の関係地方公共団体と協議することについて、同

法290条及び同規約第12条第１項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 岐阜県市町村会館組合の解散につきましては、地方自治法上の一部事務組合であることから、

地方自治法の規定に基づき、構成団体である県下42市町村による協議を行う必要があります。

そのため、次のとおり協議書に代わる同意書の内容について議会にお諮りするものでございま

す。 

 まず、解散の期日は、令和８年３月31日でございます。 

 次に、解散に伴う財産の処分については、ふれあい会館入居基金は岐阜県町村会からの寄附

金であり、全額岐阜県町村会に返還となります。財政調整積立金は、令和７年度の軽自動車税

負担割合に応じて42市町村に配分されることになります。このほか、岐阜県市町村会館組合に

属する財産はございません。 

 解散に伴う事務の承継と次のページの職員の処遇については、要点にて説明させていただき

ます。 

 まず、共同処理している事務のうち、ふれあい会館の入居事務については、現在入居してい

る関係団体が直接県の文化創造課と手続をすることになります。 

 軽自動車税の申告事務については、新たに42市町村で任意協議会を設立し、岐阜県町村会に

設置される事務局が引き続き事務を担うことになります。 

 公用文書につきましては、職員の人事関係は退職手当組合に、軽自動車税申告関係は任意協

議会に、それ以外の文書は岐阜県町村会に引き継がれます。 

 職員の処遇等については、解散時の４名の職員は、退職手当組合の職員として身分を引き継

ぐことになります。 

 なお、この同意書に定めのない事項や疑義が生じた事項は、組合の構成団体がその都度協議

して定めるものとしております。 

 以上で、議案第74号の説明を終わります。 

 続いて、議案書33ページをお願いします。 

 最後に、議案第75号 岐阜県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及

び岐阜県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議について説明をさせていただきます。 
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 地方自治法第286条第１項の規定により、令和８年３月31日をもって岐阜県市町村職員退職

手当組合から岐阜県市町村会館組合が脱退すること及び岐阜県市町村職員退職手当組合規約を

次のとおり変更することについて、関係地方公共団体が協議することにつき、同法第290条の

規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 資料つづりの50ページをお願いいたします。 

 中段の概要にありますとおり、令和８年３月31日をもって岐阜県市町村職員退職手当組合か

ら脱退する岐阜県市町村会館組合を退職手当組合の規約の別表中から削るものでございます。 

 施行日は令和８年４月１日です。 

 51ページには新旧対照表をおつけしておりますので、お目通しいただきますようお願いしま

す。 

 以上で、議案第75号の説明を終わります。 

 議案第67号、73号、74号、75号の４件をまとめて説明をさせていただきました。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

議長（高山由行さん） 

 続きまして、議案第68号 御嵩町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について、朗読を省略し、説明を求めます。 

 教育参事 髙木雅春さん。 

教育参事兼学校教育課長（髙木雅春さん） 

 それでは、議案第68号 御嵩町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。 

 議案つづりは15ページになりますが、資料つづりにて説明させていただきます。資料つづり

の30ページをお願いいたします。 

 改正趣旨でございますが、児童福祉法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、必

要な改正を行うものです。 

 概要につきましても、児童福祉法等の一部を改正する法律に伴い、参照する条項に変更が生

じたため、所要の改正などを行うものです。該当箇所は、条例の第12条及び第14条となってお

ります。 

 施行日は公布の日からとなります。 

 31ページが新旧対照表となりますので、後ほどのお目通しをお願いいたします。 

 以上で、議案第68号についての説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（高山由行さん） 

 議案第69号 御嵩町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び御嵩町
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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の制定について、議案第70号 御嵩町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について、以上２件、朗読を省略し、説明を求めます。 

 福祉子ども課長 纐纈泰浩さん。 

福祉子ども課長（纐纈泰浩さん） 

 それでは、議案第69号 御嵩町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

及び御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例の制定について御説明いたします。 

 議案つづりは16ページですが、資料にて説明いたしますので、議案資料の32ページを御覧く

ださい。 

 改正の趣旨は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令及び

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正をするものでございます。 

 概要といたしまして、第１条におきましては、御嵩町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例について、まず第12条で参照する児童福祉法の条項の変更、それから第

17条第２項で規定する健康診断の全部又は一部を行わないことができる場合に、表にあります

とおり、現行の児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断に加え、母子保健法に基

づく乳幼児健康診査を追加するものでございます。 

 第２条におきましては、御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例について、第25条で参照しております条項を変更するものでございます。 

 施行日は公布の日となっております。 

 33ページ、34ページに新旧対照表を掲載しておりますので、後ほどお目通しください。 

 以上で、議案第69号の説明を終わります。 

 続いて、議案第70号 御嵩町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定について御説明いたします。 

 議案つづりは18ページになりますが、資料にて説明いたしますので、議案資料の35ページを

お願いいたします。 

 制定の趣旨は、令和７年４月１日の児童福祉法の改正により、乳児等通園支援事業、通称、

こども誰でも通園制度が規定され、令和８年４月１日に施行される子ども・子育て支援法の改

正により、令和８年度から全国の自治体で実施されることとなります。事業の実施に当たり、

児童福祉法第34条の16第１項の規定により、市町村が設備及び運営の基準を条例で定めること

とされていることから本条例を制定するものでございます。 

 概要としましては、まずこども誰でも通園制度について、こちらは保育所等に通っていない
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０歳６か月から満３歳未満までの子供を対象とした制度で、１か月当たり10時間まで理由を問

わず保育所等を利用できる制度となっております。 

 事業の実施方法は、空き定員を活用して受け入れる余裕活用型、保育所等の定員とは別に、

本制度の定員を設けて受け入れる一般型の２つがあります。 

 認可基準については、国が定める基準に基づき市町村の条例で定めることとされており、本

町におきましては、国の基準と同様の内容となっております。 

 第１章では、総則として事業者が遵守しなければならない事項を定めております。第２章で

は、乳児等通園支援事業の実施に係る面積要件や職員配置基準などを定めております。第３章

では、雑則としてその他必要な事項を定めております。 

 事業の開始は令和８年４月からとなりますが、事前に事業者の認可等を行う必要があります

ので、施行日を公布の日としております。 

 以上で、議案第70号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（高山由行さん） 

 続きまして、議案第71号 御嵩町上水道事業給水条例及び御嵩町下水道条例の一部を改正す

る条例の制定について、朗読を省略し、説明を求めます。 

 上下水道課長 木村公彦さん。 

上下水道課長（木村公彦さん） 

 それでは、議案第71号 御嵩町上水道事業給水条例及び御嵩町下水道条例の一部を改正する

条例の制定について御説明いたします。 

 議案つづりでは27ページでございますが、改正内容につきましては資料で御説明いたします

ので、資料つづり36ページをお願いいたします。 

 改正趣旨でございますが、令和６年１月に発生した能登半島地震では、多くの家屋で宅内配

管、排水設備等が破損したことや、指定を受けた工事店自身も被災したことにより工事を行う

ことができる工事店が不足し、これらにより復旧が遅れることとなりました。これを踏まえま

して、災害その他非常の場合において、他市町村の指定を受けた工事指定店が町内の工事を行

うことが可能になるよう、上水道及び下水道において国から通知等を受け、本町でも同様に、

災害その他の非常時において工事指定店が不足する事態に備え、所要の改正を行うものでござ

います。 

 改正の概要でございますけれども、現行の条例では、災害その他非常の場合において、宅内

配管、排水設備等の復旧工事は御嵩町の指定工事店だけしか行えないため、復旧が遅れること

が想定されます。そのため、災害等の場合において、御嵩町以外の市町村長等が指定した工事

店でも工事が可能になる改正を行うことで早期復旧が可能になります。 
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 施行日につきましては公布の日としています。 

 次の37ページに御嵩町上水道事業給水条例の新旧対照表を、次の38ページに御嵩町下水道条

例の新旧対照表を添付しておりますので、後ほどお目通しをお願いします。 

 以上で、議案第71号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（高山由行さん） 

 議案第72号 事業契約及び施工賃貸借一括契約の締結について、朗読を省略し、説明を求め

ます。 

 総務部長 山田敏寛さん。 

総務部長兼庁舎整備室長（山田敏寛さん） 

 議案第72号 事業契約及び施工賃貸借一括契約の締結について御説明いたします。 

 議案つづり28ページをお願いします。 

 事業契約及び施工賃貸借一括契約を締結したいので、地方自治法第96条第１項第５号及び御

嵩町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会

の議決を求めるものでございます。 

 事業契約について、１．契約の目的は御嵩町新庁舎等整備事業。 

 ２．契約の方法は随意契約。 

 ３．契約金額は53億5,799万円。 

 ４．契約の相手方は、代表企業、大和リース株式会社岐阜営業所、構成員、株式会社環境デ

ザイン研究所、株式会社ほとり建築事務所、佐伯綜合建設株式会社可児支店、昭和建物管理株

式会社東濃支店です。 

 29ページをお願いします。 

 施工賃貸借一括契約について、１．契約の目的は御嵩町新庁舎等整備事業。 

 ２．契約の方法は随意契約。 

 ３．契約金額は２億2,550万円。 

 ４．契約の相手方は、代表企業、大和リース株式会社岐阜営業所、構成員、佐伯綜合建設株

式会社可児支店です。 

 続いて、資料つづり39ページをお願いします。 

 39ページから44ページまで、御嵩町新庁舎等整備事業仮契約書の写しになります。 

 契約の期間は、令和26年４月30日までとしております。 

 仮契約につきましては、令和７年11月14日に締結しております。 

 45ページをお願いします。 

 施工賃貸借一括仮契約書の写しになります。 
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 契約の期間は、令和11年８月31日までとしております。 

 仮契約につきましては、令和７年11月14日に締結しております。 

 46ページをお願いします。 

 見積徴収結果公表一覧表になります。 

 47ページをお願いします。 

 事業場所を示した位置図になります。 

 右下の枠内に事業概要を掲載しております。 

 以上で、議案第72号の説明を終わります。 

議長（高山由行さん） 

 ここで暫時休憩をいたします。再開予定時刻は10時45分とします。 

午前10時28分 休憩  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前10時45分 再開  

議長（高山由行さん） 

 休憩を解いて再開いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案の審議及び採決 

議長（高山由行さん） 

 日程第５、議案の審議及び採決を行います。 

 議案第60号 御嵩町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを

議題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第60号 御嵩町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに
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ついて採決を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、議案第60号は原案のとおり同意されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行さん） 

 議案第61号 令和７年度御嵩町一般会計補正予算（第９号）についてを議題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 ６番 鈴木秀和さん。 

６番（鈴木秀和さん） 

 質問は３点あります。３つ一遍に行きます。 

 １つ目が７ページ、８ページ、地方債の借入金利についてですが、一応ここは３％のままに

なっています。下水道のほうはたしか４％に見直すということです。この差について考え方を

御説明ください。 

 ２点目が17ページ、児童運営費、委託料が2,600万円増えるというお話でした。その内容が

国の公定価格の引上げというような説明だったと思いますが、これはよく分からないので、ち

ょっともう少し具体的に説明をお願いできませんか。そして、国のほうの公定価格が変わった

ということは、それなりの財源もそれに追加してあるのか、ちょっと歳入のほうでよく分から

なかったんで、それも含めて説明をお願いできればと思います。 

 ３点目が伏見小学校の工事費なんですが、4,300万円の増加ということで、最終的な内容の

説明も以前受けまして、こういう項目がプラスマイナスですよということでよく分かりました。

それを受けて、結論としては、令和６年３月に行った15億4,000万円の工事契約プラス今回の

4,300万円でおおむね完了するということでよろしいかということと、財源見込みですね。当

初国庫交付金が２億円ぐらい、交付税見込みが８億円ぐらい、町の実質負担は６億円ぐらいと

いう当初の説明でしたが、最終的な財源の見込みの見通しについて、もし今の時点で説明いた

だけるならお願いします。 

 以上３点です。 

議長（高山由行さん） 

 まず最初の質問です。地方債の借入れの件について。 

 総務課長 土谷浩輝さん。 
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総務課長（土谷浩輝さん） 

 それでは、鈴木議員の地方債の利率について、今回下水道事業会計のほうで４％に変わって

おりますので、一般会計の考え方について説明をさせていただきます。 

 下水道事業は、経営計画や料金の収入等について長期的な収支の見通しを立てる必要がある

ため、固定金利を採用しております。一般会計のほうですけれど、金利の負担を少なくするた

めに、地方債を利率見直し方式において借入れをしているところです。金利は上昇傾向にあり

ますが、直近の５年、利率見直し方式の金利は1.3％程度であります。現在の予算では、利率

を３％以内と定めており、今回、現状わざわざ補正をする必要はないということで、その見直

し方式の利率で行っておるという考えの下、しておりますので、よろしくお願いをいたします。

以上です。 

議長（高山由行さん） 

 ２つ目の質問、児童運営費について。 

 福祉子ども課長 纐纈泰浩さん。 

福祉子ども課長（纐纈泰浩さん） 

 児童運営費につきましては、公定価格の上昇ということですが、公定価格というものが、人

件費、事業費、管理費と大きく３つに分けて、それぞれの金額を積み上げたものが公定価格と

いうものになっております。 

 人件費の部分につきましては、基本的には国家公務員の給与に準じて算定されております。

人事院勧告等によりましてこちらも上がってきております。その部分でまず上昇しているとい

うこと、それから物価高騰によって事業費、管理費という部分についてもやはり上がってきて

いるということで、公定価格は昨年度も上昇しておりましたし、今年度もまた上昇するという

ことでございまして、今回補正をさせていただくということになっております。 

 なお、４月に遡ってこちらが適用されますので、併せて金額が増えるということになってお

ります。 

 それから、財源につきましては、補正予算書の11ページになりますが、国庫支出金、それか

ら県支出金で、子どものための教育・保育給付費ということで計上しておりますので、こちら

が財源ということになりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（高山由行さん） 

 ３問目、伏見小学校の増加分について。 

 教育参事 髙木雅春さん。 

教育参事兼学校教育課長（髙木雅春さん） 

 それでは、３番目の質問にお答えさせていただきたいと思います。 
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 まず、現時点で工事費の総額は15億8,300万円ほどになる見込みです。今回補正をお認めい

ただきました後、変更の仮契約を締結させていただきまして、最終日に本契約の議案の上程を

させていただきたいと思っております。そこでまた詳細については説明させていただきたいと

思います。 

 また、財源の見込みですが、現時点で国庫補助金が１億5,500万円ほど、交付税の算入見込

みが４億4,000万円ほど、町の負担額は10億3,000万円ほどとなっております。こちらの詳細に

ついては、先ほど申したとおり、工事の変更契約のときの、全協において説明をさせていただ

きたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（高山由行さん） 

 そのほか質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 ７番 清水亮太さん。 

７番（清水亮太さん） 

 補正予算書の22ページの消防施設費の委託料として載っています防火水槽の件なんですけど、

こちらが今のところ一般財源になっておりますけど、これは将来的に地方債になるのか、この

まま御嵩町の単費でいくのかというところをちょっとお聞かせください。 

議長（高山由行さん） 

 総務課長 土谷浩輝さん。 

総務課長（土谷浩輝さん） 

 それでは、今の清水議員の質問に回答させていただきます。 

 今回、防火水槽の設置、概略設計、ボーリング調査ということで予算計上させていただいて

おります。そこが適地かどうかの今回判断をさせていただくんですけれど、その後、詳細設計

や工事に移っていくわけですが、そうなった場合には地方債の補正は検討しておりますので、

今のところ検討としましては、緊急防災・減債事業債などを考えておりますので、よろしくお

願いいたします。以上です。 

〔挙手する者あり〕 

議長（高山由行さん） 

 ７番 清水亮太さん。 

７番（清水亮太さん） 

 確認ですが、ここが適地だと判断された場合は、この金額に対してもまた地方債は補正にな

るという理解でよろしいですか。 

議長（高山由行さん） 
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 総務課長 土谷浩輝さん。 

総務課長（土谷浩輝さん） 

 詳細設計等はまだ地方債は充てられないので、今回のボーリング調査のほうなどには充てら

れないので、今後の詳細設計と工事について地方債等を考えております。以上です。 

議長（高山由行さん） 

 そのほか質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

 質疑もないようですので、これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第61号 令和７年度御嵩町一般会計補正予算（第９号）について採決を行いま

す。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行さん） 

 議案第62号 令和７年度御嵩町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてを議題と

します。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 
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 これより議案第62号 令和７年度御嵩町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について

採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、議案第62号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行さん） 

 議案第63号 令和７年度御嵩町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についてを議題

とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第63号 令和７年度御嵩町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

て採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、議案第63号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行さん） 

 続きまして、議案第64号 令和７年度御嵩町介護保険特別会計補正予算（第２号）について

を議題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 
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 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第64号 令和７年度御嵩町介護保険特別会計補正予算（第２号）について採決

を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行さん） 

 議案第65号 令和７年度御嵩町水道事業会計補正予算（第２号）についてを議題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 ６番 鈴木秀和さん。 

６番（鈴木秀和さん） 

 予算書の57ページをお願いします。 

 水道料金の収納事務等業務ですが、これは今年度、令和７年度まで行われていると思うんで

すが、令和８年度から次の５年間ということと聞いておりますが、債務負担行為が令和７年度

からになっている理由がちょっと分からなかったので、その部分の説明をお願いします。 

議長（高山由行さん） 

 上下水道課長 木村公彦さん。 

上下水道課長（木村公彦さん） 

 それではお答えさせていただきます。 

 令和７年度からとさせていただいたのは、今議員がおっしゃったとおり、今年度までの契約

が切れて、令和８年度から新たに契約したいというところでございますが、この業務につきま

しては、入札結果によって今の受注者がそのまま引き継がれるのか、また別の事業者になるの

かというところがありますので、別の業者になった場合に引継ぎ期間を設けなくてはいけない

ということで、令和７年度からという債務負担行為を設定させていただいております。 



－３６－ 

議長（高山由行さん） 

 そのほか質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第65号 令和７年度御嵩町水道事業会計補正予算（第２号）について採決を行

います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行さん） 

 議案第66号 令和７年度御嵩町下水道事業会計補正予算（第１号）についてを議題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第66号 令和７年度御嵩町下水道事業会計補正予算（第１号）について採決を

行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 
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 起立全員であります。したがって、議案第66号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（高山由行さん） 

 議案第72号 事業契約及び施工賃貸借一括契約の締結についてを議題とします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者あり〕 

 ６番 鈴木秀和さん。 

６番（鈴木秀和さん） 

 今回のこの契約は、全体の基本契約というんですかね、プロポーザルに基づいて全体の契約、

約53億5,700万円と、もう一つが施工賃貸借一括契約、仮庁舎に関する部分の契約、２億2,500

万円という構成になっております。ちなみに、補正予算１号、令和７年５月14日ですが、その

ときに新庁舎設計が4,008万円、仮庁舎工事管理費が968万円、仮庁舎工事費２億135万円が補

正予算で承認されていますが、それと今回のこの契約、その関係がどうなっているのか、どの

部分に含まれるのかということをちょっと説明をいただければありがたいです。お願いします。 

議長（高山由行さん） 

 総務部長 山田敏寛さん。 

総務部長兼庁舎整備室長（山田敏寛さん） 

 ただいまのどこに含まれるかということで、補正１号でしたものというところだと思います

けれども、仮設庁舎管理費968万円は施工賃貸借一括契約ではなく、この後予定の設計等一括

契約に含みます。また、新庁舎設計費の4,008万円もこちらの設計等一括契約に含みます。仮

設庁舎工事費２億135万円は施工賃貸借一括契約に含みます。ただ、この補正予算額は予算ベ

ースでの見込みの額で計上しましたので、正確にはその分の契約ベースでの金額が含まれると

いうことになります。以上です。 

〔挙手する者あり〕 

議長（高山由行さん） 

 ６番 鈴木秀和さん。 

６番（鈴木秀和さん） 

 スキーム図に確かにそのように下に分類されていますので確認できました。 

 あと、直接今回の契約そのものとは関連しないんですが、新庁舎事業ということで１点ちょ

っと、もしよろしければ、今充填工事がもう始まっているのを私も近くを通るときによく見ま

すが、状況について、もしこの場で簡単に報告いただければありがたいと思うんですが、いか
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がでしょうか。 

議長（高山由行さん） 

 亜炭鉱のことで大丈夫ですか。 

 総務部長 山田敏寛さん。 

総務部長兼庁舎整備室長（山田敏寛さん） 

 概要は庁舎整備室で把握しておりますので、私からお答えします。 

 全体の執行率で今14.4％を行っております。現在、削孔工事中ということで、充填は年明け

の予定という、そのような状況になっております。以上です。 

議長（高山由行さん） 

 そのほか質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これより議案第72号 事業契約及び施工賃貸借一括契約の締結について採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

 起立全員であります。したがって、議案第72号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  散会の宣告 

議長（高山由行さん） 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 これにて散会といたします。 

 次の本会議は12月９日に再開しますので、よろしくお願いします。 

 御苦労さまでした。 

午前11時06分 散会  
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